
令和7年10月以降

入浴処遇改善手当

　50円/回

入浴処遇改善手当

　50円/回

入浴処遇改善手当

　50円/回

祝日処遇改善手当

　50円/時

祝日処遇改善手当

　50円/時

祝日処遇改善手当

　50円/時

任用要件
一般スタッフとして３年以上在籍（又は同

程度の経験者）

一般スタッフとして3年以上在籍（又は同

程度の経験者）

職責及び職務内容

明るく、元気に笑顔で業務を行う。

接遇マナーを守り業務を行う。

計画にそって、研修を受ける。

利用者の心身の状況及びADLに即し、的確

なサービスを提供できる。

チームケアの重要性を理解し、日常的にス

タッフ間の信頼関係を構築しつつ、課題解

決に組織的に取り組む。

職位 一般スタッフ Aランクスタッフ SAランクスタッフ

処遇改善加算金を原資とする。

基本給

介護福祉士：基本給 950円

社会福祉主事：基本給 900円

介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級）：基本給 850円

無資格：基本給 830円

SAランク手当

2,000円以上/月Aランク手当

1,000円以上/月

処遇改善手当 300円/時 処遇改善手当 300円/時 処遇改善手当 300円/時


